
令和6年1月10日

第2030号

インフルエンザ等の予防のため、
人混みではマスク・帰宅した手洗い・うがいを忘れずに！

住宅名 部屋番号 建設年度 構造規模 家賃月額

前原 E棟101号 S57

和室８帖・和室６帖

洋室４.５帖

ダイニングキッチン

12,000円～

31,900円  

二葉 B棟108号 H15
和室６帖・洋室６帖

キッチン

14,300円～

37,900円

※二葉住宅は、汚水処理料 2,750 円／月が加算されます。

※駐車場を利用する方は、別途2,600円／台が加算されます。

※家賃については、所得額により変わります。

受付期間　1 月 4 日（木）～ 1 月 26 日（金）

　　　　　※土日祝日を除く。

受付場所　都市建設課（応募書類は都市建設課にてお渡

しするか、ご連絡いただければ郵送します。

大洗町ホームページにてダウンロードも可能。）

　　　　　ご不明な点はお電話にてお問合せください。

入居資格　（①～⑥すべてに該当する事）　

　①　次のいずれかに該当する方

　・町内に勤務場所がある方　・県内に住所を有する方

　・町に本籍を有する方

　・町に親族（血族、姻族三親等内）が住所を有している方

　・町に以前住所を有していた方

　②　同居親族又は同居しようとする親族があること　

　　　※単身入居については別途要件がありますのでご

相談ください。

　③　現在住宅に困っている方

　④　県税・市町村税を完納していること

　⑤　本人及び同居親族、もしくは同居しようとする親

族が暴力団員等でないこと

　⑥　世帯の収入の合計が基準内であること

　　　収入基準の額は、政令月収 158,000 円以下です。

　　政令月収は、次の計算で求めることができます。

　（世帯の年間所得額－同居及び別居扶養人数×380,000円

－特別控除額）÷12カ月

　※裁量階層（60 歳以上のみの世帯、60 歳以上と 18 歳

未満のみの世帯、小学校就学前の各同居世帯、障害

者等）の収入基準額は、政令月収で 214,000 円以下

です。

入居予定時期　3 月 1 日（金）

選考方法　書類審査後、町営住宅入居者選考委員会の審

議を経て入居資格者を決定します。（定数を

上回る場合は抽選となります。）

問 合 せ　都市建設課 建築営繕係　☎ 267-5156

一般財団法人茨城県住宅管理センター 管理課

☎ 297-8360

水道管に凍結対策を

　夜に冷え込んで気温が氷点下４度以下になると、凍結

による水道管の破裂が多くなります。特に風あたりの強

い所や日陰、北向きにある水道管や量水器には、凍結対

策をしてください。

防寒具はこのように

◇水道管に防寒具をつけていない

家庭では、早めに町指定給水装

置工事事業者に依頼して保温材

を取り付けるようお勧めします。

◇水抜き装置の付いていない屋外

用の立上がり管は、不凍水栓（立

上がり管の中の水を抜いて凍結

を防ぐ）に取り替えるようお勧めします。

凍って水が出ないときは

　水道管や蛇口にタオルなどを巻き、蛇口を開け、その

上からぬるま湯をかけて、溶かしてください。直接熱い

お湯をかけると、管が割れることがあります。漏水の場

合は量水器の中にあるバルブを右に回すと水が止まります。

問 合 せ　上下水道課　☎ 267-5125

冬道の積雪や路面凍結に注意
　運転者は安全運転を行う注意義務があるため、冬用タイ
ヤの装着およびタイヤチェーンの携行をお願いします。

◇量水器は、ビニール袋に   

発泡スチロールやぼろ布

を詰めたものを量水器の

箱の中に入れ、さらに段

ボールなどを載せて保温

してください。

令和５年度 大洗町土地改良区

芝焼きの実施について

　下記日程において、病害虫防除のための芝焼きを実施

します。

　細心の注意を払って行いますので、ご理解、ご協力を

お願いします。

日　　時　1 月 28 日（日）9：00 ～ 12：00

場　　所　大洗町土地改良区内水田（大貫町・神山町・

成田町地内）

問 合 せ　大洗町土地改良区　☎ 267-2731（直通）

町 営 住 宅 入 居 者 募 集

「令和 6 年能登半島地震」支援のための

義援金を受け付けています

　大洗町では、令和 6 年 1 月 1 日に発生した能登半島

地震で被災された人々への支援のため、義援金を受け付

けています。

募金設置場所　・大洗町役場 1 階 福祉課

　　　　　　　　（平日　8：30 ～ 17：15）

　　　　　　　・ゆっくら健康館 2 階入口（水曜日休館）

問 合 せ　福祉課


